
クメール正月における注意喚起 

 

令和 8年 4月 13日 

在シェムリアップ領事事務所 

 

●クメール正月に伴い、4 月 13 日（月）午前 8 時から 16 日（木）イベント終了まで、シェムリア

ップ市内中心部のシェムリアップ川沿いを中心に、国立博物館付近からパブストリート付近一

帯において交通規制が行われます。 

●期間中は、飲酒によるトラブルや犯罪や事故等が増えることが予想されるため、外出の際

には十分注意してください。 

 

１．シェムリアップ州政府は、シェムリアップ市内における新年祝賀行事（ソンクラーン）の開催

に伴い、4 月 13 日（月）午前 8 時から 16 日（木）のイベント終了までの間、治安、安全、公共

秩序維持のための交通規制を発表しました。 

 

２．州政府による通達によれば、期間中、市内中心部のシェムリアップ川沿いを中心に、国立

博物館付近からパブストリート付近一帯は、交通規制が行われます（地図以下 URL 参照。赤

色は規制区域、黄色はオートバイ駐車区域、P マークは一般車両駐車場（青色）及び式典運

営事務局駐車場（緑色）とのこと）。また、カンボジア国民や国内外観光客等に対し、交通規

則の遵守、違法賭博の禁止及び蝋燭や線香を含む火気の取扱い注意が呼びかけられてい

ます。なお、通達では伝統にそぐわない水かけの禁止に言及されていますが、州政府関係者

に確認したところ、完全に禁止されたものではなく、節度を持って行う水かけは可能とのことで

す。 

 【参考】交通規制地図： https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/101010692.pdf 

 

３．期間中は、飲酒運転による事故が増えることが予想されるため、周囲に注意してください。

また、人が集まる場所では、スリ・ひったくり、置き引き等の犯罪被害に遭うリスクがあるため、

パスポート等の貴重品の管理にご留意ください。なお、パスポート紛失や盗難の際には、カン

ボジアからの出国にあたり、領事事務所（又は在カンボジア日本大使館）において、パスポー

ト又は帰国のための渡航書の発給申請に加え、カンボジア入国管理局において、出国ビザ

の取得等の手続きが必要となります。詳しくは、以下の URLを参照願います。 

【参考】在カンボジア日本大使館ホームページ（パスポート紛失・盗難時の手続き）： 

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/passport_lost.html 

   

（了） 
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